
 近年新しい技術として注目されている「XR（クロス
リアリティ）」の市場が急速に拡大しています。XRは
現実世界と仮想世界を融合する先端技術の総称で、
その中でも、VR（仮想現実）やAR（拡張現実）といっ
た技術は、ゲームなどエンターテインメント分野で既
に私たちの身近な存在になっています。

 VRは、専用のVRゴーグルやHMD（ヘッドマウント・
ディスプレイ）を装着することで、眼前に現実世界と
見紛うような精細かつ立体的な仮想空間が展開さ
れ、視覚や聴覚を通じてあたかも現実の世界のよう
に体験できます。ARは、スマートフォンやタブレット
端末などの機器を使って、3DCGや文字情報など
仮想の情報を現実世界に映し出すことができる技
術で、そしてこのVRとARを組み合わせた技術が
MR（複合現実）です。

 XRにおいて、体験者により高い没入感をもたらす
には、高精細の3D映像やアバター（分身）の複雑な
動きを実現するために膨大な通信容量・高速での
データ処理・リアルタイム性などが求められ、高度な
通信技術が不可欠です。5G通信が可能とする、「高
速・大容量」かつ「低遅延」といった特徴は、まさに
XR体験に適したものといえます。

 また、快適なXR体験のための5Gネットワーク技術
のひとつに、エッジコンピューティングがあります。
特定拠点に設置した大量のサーバーでデータ処理
を行うのではなく、より通信端末と近い距離にエッ
ジサーバーを設置することで、遅延発生を防ぎます。
現在はエンターテインメントでの利用が主となって
いますが、今後は高い臨場感かつ安全な職業訓練
の実施や仮想空間での旅行・不動産見学など、医療
や製造業、教育といった幅広い分野での利活用が
期待されています。市場拡大のためには、5G通信
普及のためのインフラ整備が不可欠であり、優れた
技術力を持つ5G関連企業にとって、長期的な成長
機会をもたらすことが期待されます。
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私たちの生活に浸透しつつあるVR/AR技術

リアルなゲーム体験や職業訓練などが可能となるXRの技術進化には５Ｇが不可欠
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（出所）総務省「令和4年版情報通信白書」を基に三井住友トラスト・アセット
マネジメント作成

（2017年～2024年、年次）

ソフトウェア・サービス売上高（左軸）

ハードウェア出荷台数（右軸）

予測値

※上記はイメージです。5G通信に係る全ての特徴を網羅したものではありません。
（出所）各種情報を基に三井住友トラスト・アセットマネジメント作成

特定拠点にサーバーを集中的に設置

従来型の大規模データセンター

5G（第5世代移動通信システム）

高速・大容量、低遅延の無線通信

エッジコンピューティング
端末に近いエッジサーバーでデータ
処理を行うことで低遅延化を実現

データ処理能力は高くないものの、
サーバー配置の分散によるリスク
ヘッジ効果も

すべて仮想 現実と仮想を重畳 現実と仮想を融合

エッジサーバー
エッジデータセンター

XR体験には高速大容量・低遅延の5Gが必須
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